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               保安林解除申請図書作成標準積算基準について（通知）

  このことについて、別添のとおり定めましたので、平成５年４月
１０日以降起工決裁するものに適用してください。
  なお、この取扱いについては、厳重に注意してください。

               保安林解除申請図書作成標準積算基準
１  適用範囲
  ・本基準は、平成４年３月４日付け発管第２１７号により通知された「保安林
  解除に係る委託業務共通仕様書」による委託業務に適用する。
  ・本基準は、測量調査・詳細設計・用地調査業務が完了している道路、河川
  等の線的な業務に適用する。
  ・開発行為等による面的な業務には、適用しない。
２  委託標準歩掛（１式当たり）（標準５００ｍ）

           

３  標準歩掛の補正
（１）委託延長により下表で補正するものとする。
              ０ｍ      ～     ３００ｍ未満    標準歩掛     ７０％を一括計上する。
          ３００ｍ以上   ～     ７００ｍ未満    標準歩掛   １００％を一括計上する。
          ７００ｍ以上   ～ １，２００ｍ未満    標準歩掛   １２０％を一括計上する。
      １，２００ｍ以上   ～ １，８００ｍ未満    標準歩掛  １５０％を一括計上する。
        ※但し、計画準備及び照査、協議については、補正は行わないものとする。
（２）着色部数により補正するものとする。
      標準部数は、５部であるので６部以上は、着色歩掛を図工のみ補正する。
      （積算例）技師（Ｃ）＋図工／５部×（必要部数－５部）
      ＝０，３０人＋２人／５部×（８部－５部）
４  事務用品費、製図費、青写真謄写費、印刷費等
    報告書（トレース、印刷、製本費）に係る費用は、直接人件費に対する
  率により算出するものとする。
    トレース材料、印刷、製本費
    ＝（１０－０．５×直接人件費）％×直接人件費



５  諸経費
    諸経費は、次式により算定して得た額とするものとする。
    諸経費＝直接人件費×１１０／１００
      但し、調査業務（台帳照合等）に係る諸経費は、上記率の対象にしないものと
    し、「業務関係積算基準及び標準歩掛」第１編測量作業第１章積算基準に
    よるものとする。
６  技術経費
    技術経費＝（直接人件費）×２１０／１００×（技術経費＝２０％）
      但し、調査業務（台帳照合等）に係る直接人件費は、対象外とする。
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